
日本FP協会の組織

 個人情報保護方針

日本FP協会の会員構成

 
会員 種 別 資格認定会員

一般会員
協会の目的に賛同し、協会が定める試験に合格して入会する個人（CFP®、AFP）
協会の目的に賛同して入会する個人

法人賛助会員 協会の目的に賛同して入会し、協会が行う事業活動を支援する企業および団体

社員総会 最高意思決定機関
理事会 総会の下で業務執行を審議決定
常務理事会 理事会の下で常務に関する事項を審議決定
評議員会 事業遂行の提言（理事長の諮問機関）

諮問委員会	 倫理委員会
 財務委員会
 教育委員会
 パーソナルファイナンス教育委員会
 広報委員会

ブロック・支部	 全国8ブロック・50支部

事務局 人事総務部 総合企画課 企画立案、総合調整、協会内部の統制
  総務課 総務・法務などの総務全般
  人事課 人事・研修
  システム課 情報システム全般の企画、運用、管理
 財務部 財務課 予算、決算、税務等経理全般、資金運用とその管理全般
 総合教育部 パーソナルファイナンス教育課 高校・大学等や生活者へのパーソナルファイナンス教育の普及
  FP教育課　 AFP認定研修、継続教育、実務研修、認定教育機関担当
  FPジャーナル課　 会報『FPジャーナル』会員ホームページのコンテンツ制作
  出版課　 CFP®資格標準テキスト、CFP®問題集等の制作、出版
  国際課　 国際機関CFP®組織FPSBとの提携関係の維持・管理､ 海外FP組織等との連携
 試験業務部 試験企画課　 試験全般の企画、統括
  試験事務課　 試験運営および出願等の事務
 地域推進部 地域推進課　 ブロック・支部を通じた地域でのFP普及活動
 広報部 広報課 協会資格のブランド向上、FP普及のための広報活動、FP業務分析や実務支援につな
   がる情報・データの収集と発信
 会員業務部 会員業務課　 問合せ総合窓口、会員登録・資格認定業務
  FP推進課　 法人賛助会員をはじめとする法人窓口、FPフェア、FP推進全般
 監査部 監査課 コンプライアンス推進、内部監査、監査支援
  会員倫理課　 倫理委員会事務局、倫理に関する情報発信
大阪事務所   西日本の拠点

（注）理事会や諮問委員会等の議事内容要旨は『Myページ』にて情報公開しておりますのでご覧ください

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以下「当協会」という）では、「一般市民向けのファイ
ナンシャル・プランニングの啓発及び普及」と「専門家であるファイナンシャル・プランナーの養成」を柱に金融経済
教育の推進を図ることにより、 わが国の経済並びに国民生活の向上に寄与していくことを目的としております。
ファイナンシャル・プランニングの専門業務はお客様からの情報開示と厳正な情報管理があってこそ成り立つもの
であります。こうした専門家を養成する立場からも、当協会では、個人情報の取扱いを適切に行うことが社会的責
務の第一であると考え、次のとおり個人情報保護指針を定め、個人情報の保護に関する法律をはじめとした法令そ
の他の規範を順守し、個人情報の保護に万全を尽くしています。

日本FP協会　個人情報保護指針
（1）  当 協 会 は、「個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律」そ の 他 の 法 令 及 び そ の 他 の 規 範 を 順 守 し て、個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い を 行 い ま す。
（2）  当 協 会 は、個 人 情 報 等 を 業 務 上 必 要 な 範 囲 内 で 適 正 か つ 適 法 な 手 段 に よ り 取 得 し ま す。
（3）  当 協 会 は、個 人 情 報 の 利 用 目 的 を 通 知 又 は 公 表 し、利 用 目 的 の 範 囲 内 で 適 正 に 取 扱 い ま す。ま た、あ ら か じ め ご 本 人 の 同 意 を 得 る こ と な く 第 三 者 に 開

示 又 は 提 供 す る 行 為 は い た し ま せ ん。
（4）  当 協 会 は、ご 本 人 か ら 個 人 情 報 の 開 示 及 び 訂 正 等 の 請 求 又 は 第 三 者 提 供 に 関 す る 求 め が あ っ た 場 合 の 手 続 き を 定 め、こ れ に 対 応 し ま す。
（5）  当 協 会 は、個 人 情 報 に 関 し、不 正 な ア ク セ ス、個 人 情 報 の 滅 失、毀 損 及 び 漏 え い 等 が 起 こ ら な い よ う 適 切 な 安 全 管 理 措 置 を 講 じ ま す。ま た、個 人 デ ー タ

を 取 扱 う 従 業 者 に 対 し て 必 要 か つ 適 切 な 教 育 を 行 う と と も に、委 託 先（再 委 託 先 等 を 含 む）に 対 し て 必 要 か つ 適 切 な 監 督 を 講 じ ま す。
（6）  当 協 会 は、個 人 情 報 を 取 扱 う 部 門 ご と に 管 理 責 任 者 を お き、個 人 情 報 を 適 切 に 管 理 す る 体 制 を 確 立 す る と と も に、当 協 会 の 個 人 情 報 管 理 規 程 を 役 職 員

に 周 知 し、そ の 順 守 に 努 め ま す。
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